
付属文書 2 “供給者適合性宣言”方式による更新認証取得後の   

  フォローアップ抜き取り検査プログラム 

一、認証取得後フォローアップサンプル抜き取りタイミング 

    証書規格更新の次年度より、フォローアップサンプル抜き取りを行

う。 

二、生産企業フォローアップサンプル抜き取りプログラム 

    フォローアップ抜き取りは製品の小カテゴリー、OEM 製造商をカ

バーする必要があり、製品の小カテゴリーは下表を参照のこと。同一小

カテゴリーおよび同じ OEM 製造商で複数の証書に対しては、証書の数

の 10%をもとに認証取得済製品から抜き取る；証書の数に ODM 証書は

カウントされない。 

 抜き取りサンプル数量は完成品 1 台。 

 国外生産企業に対しては、原則として CQC がフォローアップサンプ

ル抜き取り人員を派遣する。 

製品大ｶﾃｺﾞﾘｰ 製品小ｶﾃｺﾞﾘｰ 製品名称 

08 
0808 

各種映像方式のカラーテレビ受信機（フォローアップ

抜き取り対象は薄型テレビ（液晶およびプラズマを含

む）のみとする） 
0809 モニタ 

三、試験項目、費用および試験順序 

 GB13837 規格：輻射ノイズおよび電源端子妨害電圧試験中の任意の 1

項目の試験、製品試験費（CCC 型式試験費）の 50%を課金する。 

四、EMC フォローアップ抜き取り検査試験不合格の処理 

不合格製品が対応する CCC 証書を一時停止する。不合格製品が属

する小カテゴリーおよび OEM 製造商のその他の未サンプリング証書に

対しては、任意の１つのモデルの製品を抜き取る；もしこの製品の EMC

フォローアップサンプル抜き取り試験が不合格であれば、その小カテゴ

リーおよび同じ OEM 製造商のすべての証書を一時停止する（フォロー

アップサンプル抜き取り試験結果が合格である場合を除く） 
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